
（

年

月

日

印

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

肝
付
　
太
郎

性
別

男

昭
和
　
三
十
五

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

七

九

（
満

六
十
一
才
）

数字は算用数字を使わ
ず、漢数字で書く

〇
〇
〇

選挙期日における満年齢

党派証明書のない者
は

本籍と同じでも
「〃」としないこと

肝
付
町
〇
〇
選
挙
　
選
挙
長
　
〇
〇
　
〇
〇
　
殿

右
の
通
り
関
係
書
類
を
添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

氏
　
名

県名から記入

肝
付
町
長
選
挙

職
業

肝
付
　
太
郎

肝
付
町
〇
〇
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
本
人
届
出
）

添
付
書
類

一
　
供
託
証
明
書

二
　
宣
　
誓
　
書

三
　
所
属
党
派
証
明
書

四
　
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

五
　
通
称
認
定
申
請
書
（
通
称
使
用
を
希
望
す
る
場
合
）
）

戸
籍
名
を
記
入

選
挙

党
派

生
年
月
日

住
所

本
籍

（
ふ
り
が
な
）

候
補
者

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

無
所
属

令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行

h
tt

p:
//

ww
w.〇

〇
〇
〇
〇
〇
.
JP



　
私
は
、
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行
の
肝
付
町
〇
〇
選
挙
に
お
い
て
公
職
選
挙
法
第
九
条
第
二

項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
住
所
に
関
す
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
及

び
同
法
第
八
十
六
条
の
八
（
被
選
挙
権
の
な
い
者
等
の
立
候
補
の
禁
止

)

第
一
項
、
第
八
十
七

条
（
重
複
立
候
補
等
の
禁
止
）
第
一
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
（
総
括
主
宰
者
、
出
納
責
任

者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
等
で
あ
っ
た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）

又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
（
組
織
的
選
挙
運
動
管
理
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
公
職
の
候
補

者
等
で
あ
っ
た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
り
同
選
挙
に
お
い
て
候
補

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

宣
　
　
　
誓
　
　
　
書

令
和
　
年
　
月
　
　
日

氏
　
名

住
　
所

肝
付
　
太
郎

肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

印

数字は算用数字を使
わず、漢数字で書く



令
和
　
年
　
月
　
日

〇
〇
　
〇
〇

〇
〇
〇
〇
党
（
〇
〇
〇
〇
政
治
団
体
）

印

政
党
（
支
部
）
（
政
治
団
体
名
）

代
表
者
　
（
支
部
長
、
責
任
者
）

右
の
者
は
、
　
本
政
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

所
　
属
　
党
　
派
　
証
　
明
　
書

無
所
属
の
方
は
不
要

住
　
所

氏
　
名

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

肝
付
　
太
郎



令和〇年〇月〇日現在　←立候補届出日

性　別

男・女

投開票日時点の年齢

 電話番号　６５ － 〇〇〇〇

年 号 年 月

昭和 〇〇 △

昭和 〇〇 △

昭和 〇〇 △

昭和 〇〇 △

平成 〇〇 △

平成 〇〇 △

（賞罰等）

　なし

履　　　歴　　　書

 ふりがな　　きもつき　たろう

 氏　　名　　肝　付　　太　郎　　　印

 
　昭和３５年　７月　９日生　　（満６０歳）

 本　　籍　鹿児島　都 道 府 県　肝属　郡 市　肝付町新富７８９番地

　〇〇県立〇〇高等学校入学

　〇〇県立〇〇高等学校卒業

（職歴）

　株式会社〇〇〇〇入社

 ふ り が な　かごしまけんきもつきぐんきもつきちょうにいとみ　　ばんち

 住　　所　鹿児島県　肝属郡　肝付町　新富　７８９番地

 学歴，職歴，公職，賞罰等（各別にまとめて書くこと）

（学歴）

　〇〇町立〇〇中学校卒業

　株式会社〇〇〇〇退社

（公職）

　〇〇町長当選

　〇〇町議会議員当選



令
和
　
年
　
月
　
　
日

ふ
り
が
な

呼
　
　
　
称

き
も
つ
き
　
太
郎

肝
　
付
　
　
太
郎

　
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行
の
　
肝
付
町
〇
〇
選
挙
　
に
お
い
て
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十

九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
右
の
呼
称
を
通
称
と
し

て
認
定
さ
れ
た
く
申
請
し
ま
す
。

選
挙
長
　
〇
〇
　
〇
〇
　
　
殿

肝
付
　
太
郎
　
　
印

氏
　
名

住
　
所

　
　
　
　
　
通
　
称
　
認
　
定
　
申
　
請
　
書

肝
付
町
〇
〇
選
挙

ふ
り
が
な

候
補
者
氏
名肝

付
町
新
富
七
八
九
番
地



通
　
　
称
　
　
使
　
　
用

肝　付

きもつき

きもつき

戸籍 肝　付 太　郎

氏

たろう

タロウキモツキ

たろう

太　郎

戸 籍 名 に か わ る 通 称 使 用 の 例

名

肝　　付



（

年

月

日

年

月 六
十
一

性
別

男

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

選
挙

一
　
候
補
者
の
承
諾
書

二
　
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書

三
　
供
託
証
明
書

四
　
宣
　
誓
　
書

五
　
所
属
党
派
証
明
書

六
　
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

七
　
通
称
認
定
申
請
書
（
通
称
使
用
を
希
望
す
る
場
合
）
）

令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行

肝
付
町
〇
〇
選
挙

氏
　
名

住
　
所

〇
〇
　
〇
〇

肝
付
町
〇
〇
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
推
薦
届
出
）

党
派

生
年
月
日

無
所
属

才
）

本
籍

（
ふ
り
が
な
）

候
補
者

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

肝
付
　
太
郎

（
満

昭
和
四
十
五

六

印

一

住
所

昭
和
　
三
十
五

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

七

九

添
付
書
類

職
業

〇
〇
〇

日
　
生

注意点は本人届出
と同じ

肝
属
郡
肝
付
町
新
富
二
三
四
番
地

肝
付
町
〇
〇
選
挙
　
選
挙
長
　
〇
〇
　
〇
〇
　
殿

右
の
通
り
推
薦
届
出
を
し
ま
す
。

令
和
〇
年
〇
月
〇
〇
日

推
薦
届
出
者

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
〇
〇

〇
〇

〇
〇

.
J
P



候
補
者
推
薦
届
出
承
諾
書

推
薦
届
出
者

令
和
　
年
　
月
　
日〇

〇
　
〇
〇

住
　
所殿

氏
　
名

肝
付
　
太
郎

肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

印

令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行
の
肝
付
町
〇
〇
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。



〇
〇
　
〇
〇

〇
〇
　
〇
〇

（
全
員
の
名
前
を
書
く
こ
と
）

印 印

〇
〇
　
〇
〇

推
薦
届
出
者
代
表
者
証
明
書

　
右
の
者
は
、
肝
付
町
〇
〇
選
挙
　
候
補
者
の
推
薦
届
出
者
の
代
表
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

推
薦
届
出
者
代
表
者

推
薦
届
出
者

〇
〇
　
〇
〇

印



印

　
右
の
と
お
り
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行
の
　
肝
付
町
〇
〇
選
挙
　
に
お
い
て
候
補
者
た
る
こ

と
を
辞
す
る
旨
の
届
出
を
し
ま
す
。

肝
付
町
〇
〇
選
挙
候
補
者
辞
退
届
出
書

令
和
　
年
　
月
　
日

選
　
挙
　
長
　
 
〇
〇
　
〇
〇
　
殿

肝
付
町
〇
〇
選
挙
候
補
者

　
事
　
　
由

候
補
者
が
交
通
事
故
に
遭
遇
し
、
長
期
入
院
の
た
め
　
等

肝
付
町
〇
〇
選
挙

候
 
補
 
者

肝
付
　
太
郎

肝
付
　
太
郎



令和　年　月　日

肝付町選挙管理委員会

委員長　持留　みき子　殿

選任者　　住　所 肝付町新富７８９番地

氏　名 肝付　太郎　　　印

出 納 責 任 者

職業

生年月日

選任年月日

候補者氏名

　昭和〇年〇月〇日

　令和　年　月　日

　肝付　太郎

　〇〇〇

出 納 責 任 者 選 任 届

　令和〇年〇月〇日執行の肝付町長選挙における出納責任者を下記のとお
り選任しましたので，公職選挙法第１８０条第３項の規定により届け出ま
す。

氏名 　〇〇　〇〇

住所 　鹿児島県肝属郡肝付町新富４５６番地



選
挙
事
務
所
設
置
届

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
〇
〇
〇
番
地

電
　
話

〇
〇
　
|
　
〇
〇
〇
〇

年

月

選
挙
事
務
所
の
所
在
地肝

付
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

肝
付
　
太
郎

日

氏
　
名
　
　
肝
付
　
太
郎
　
　
　
　
　
印

住
　
所
　
　
鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
七
八
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
　
話
　
〇
〇
　
|
　
〇
〇
〇
〇

設
置
年
月
日

令
　
和

候
補
者
の
氏
名

右
の
と
お
り
選
挙
事
務
所
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日



性
別

肝
付
町
〇
〇
選
挙

事
務
員

事
務
員

四
月
二
十
一
日
～

四
月
二
十
五
日

四
月
二
十
一
日
～

四
月
二
十
五
日

車
上
運
動
員

使
用
す
る
者
の
別

四
月
二
十
一
日
～

四
月
二
十
五
日

使
用
す
る
期
間

備
考

〇
〇
　
〇
〇

氏
名

届
　
　
　
出
　
　
　
書

　
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
者
を
次
の
と
お
り
届
け
出

ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

肝
付
町
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
　
持
留
　
み
き
子
　
殿

住
所

〇
〇
　
〇
〇

〇
〇
　
〇
〇

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富

○
○
○
番
地

三
十

年
令

男
　
　
　
　
　
　
候
補
者
　
　
肝
付
　
太
郎
　
　
印

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富

○
○
○
番
地

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富

○
○
○
番
地

三
十
二

三
十
一

女 女

備
考
　
一
　
「

使
用
す
る
者
の
別
」

の
欄
に
は
、

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
に
あ
っ

て
は
「

事
務
員
」

と
、

専
ら

　
　
　
　
　
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶

　
　
　
　
　
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
あ
っ

て
は
「

車
上
運
動
員
」

と
、

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め

　
　
　
　
　
に
使
用
す
る
者
に
あ
っ

て
は
「

手
話
通
訳
者
」

と
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
二
　
既
に
届
け
出
た
者
に
つ
き
、

そ
の
者
に
係
る
使
用
す
る
期
間
中
、

そ
の
者
に
代
え
て
異
な
る
者
を
届
け
出
る

　
　
　
　
　
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
旨
を
「

備
考
」

欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

※報酬は、届け出た者だけに支

給できる。

支給できる期間は、立候補届

出の日から選挙期日の前日まで

で、１日つき９人以内延べ４５

人について支給できる。

用
紙

サ
イ

ズ

Ａ
３



令和　　年　　月　　日

肝付町選挙管理委員会

委員長　持留　みき子　殿

選任者　住所 肝付町新富７８９番地

氏名 肝付　太郎　　　　　　　印

氏名

住所

職業

生年月日

選任年月日

異動の理由が生じた日

異動の理由

旧出納責任者氏名 　〇〇　〇〇

出 納 責 任 者 異 動 届

　次のとおり異動があったので公職選挙法第１８２条の規定によ
り届けます。

出
　
納
　
責
　
任
　
者

　〇〇　〇〇

　肝付町新富１２３番地

　〇〇〇

　昭和〇年〇月〇日

　令和　年　月　日

　令和　年　月　日

　旧出納責任者の入院による

候補者氏名 　肝付　太郎



令和　　年　　月　　日

肝付町選挙管理委員会

委員長　持留　みき子　殿

届出人 氏名 　　肝付　太郎　　　　　　印

氏名

住所

職業

生年月日

職務代行開始年月日

出納責任者の職務代行届

　次のとおり出納責任者の職務を代わって行うので，公職選挙法
第１８３条第３項の規定により届け出ます。

職
務
代
行
者

　肝付　太郎

　肝付町新富７８９番地

　〇〇〇

　昭和３５年　７月　９日

(推薦届出者氏名)

(事故又は欠けたことの事実)

　令和　　年　　月　　日

候補者氏名 　肝付　太郎

出納責任者氏名 　〇〇　〇〇

事故又は欠けたことの事実 　出納責任者の疾病による



令和　　年　　月　　日

肝付町選挙管理委員会

委員長　持留　みき子　殿

届出人 　　肝付　太郎　　　　　印

氏名

住所

職業

生年月日

職務代行開始年月日

職務代行終了年月日

出納責任者氏名 　〇〇　〇〇

出納責任者の職務代行終了届

　次のとおり出納責任者の職務をやめたので，公職選挙法第１８
３条第３項の規定により届け出ます。

職
　
務
　
代
　
行
　
者

　肝付　太郎

　肝付町新富７８９番地

　〇〇〇

　昭和３５年　７月　９日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

終了の事由 　出納責任者の病気の完治による

候補者氏名 　肝付　太郎



　
右
の
者
が
選
挙
事
務
所
設
置
届
出
書
記
載
の
と
お
り
選
挙
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
承

諾
し
ま
す
。

選
挙
事
務
所
設
置
承
諾
書

肝
付
町
〇
〇
選
挙
候
補
者

令
和
　
年
　
月
　
日

推
薦
届
出
者
（
代
表
者
）

〇
〇
　
〇
〇

肝
付
　
太
郎

印



肝付町選挙管理委員会

委員長　持留　みき子　殿

届出人 住所

氏名 印

　公職選挙法第１３０条第２項の規定により次のとおり届け出ます。

１．

肝付町〇〇選挙候補者

２．

新 肝付町

（　　　　　　　方）

連絡先電話番号　　　〇〇局　〇〇〇〇番

旧 肝付町

（　　　　　　　方）

３．

令和　　年　　月　　日

新富〇〇〇〇番地

新富〇〇〇〇番地

異動年月日

令和　　年　　月　　日

　肝付町新富７８９番地

　肝付　太郎

選挙事務所異動届

候補者の氏名

肝付　太郎

事務所の所在地



①立会人は、選挙人名簿に登録されている者。
②届出の期限は選挙の期日３日前まで、届出時間は午前８時３０分
から午後５時まで。
③届出は必ず立会人となるべき者本人の承諾書を添えること。

選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
書

右
の
と
お
り
本
人
の
承
諾
を
得
て
届
出
を
し
ま
す
。

選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者

住
　
所

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
前
田
〇
〇
〇
〇
番
地

選
挙

令
和
〇
年
〇
月
〇
〇
日
執
行

肝
付
町
〇
〇
選
挙

氏
　
名

大
正

昭
和
　
〇
〇
年
　
〇
〇
月
　
〇
〇
日

平
成 〇

〇
　
〇
〇

印

肝
付
町
〇
〇
選
挙選

挙
長
　
〇
〇
　
〇
〇
　
殿

肝
付
町

党
　
派

無
所
属

　
立
会
す
べ
き
選
挙
区

選
挙
区

氏
　
名

肝
付
　
太
郎

令
和
　
年
　
月
　
日

肝
付
町
〇
〇
選
挙
候
補
者



〇
〇
　
〇
〇

印

　
令
和
〇
年
〇
月
〇
日
執
行
の
肝
付
町
〇
〇
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
こ
と
を
承

諾
し
ま
す
。

承
　
　
　
諾
　
　
　
書

候
　
補
　
者
　
　
肝
付
　
太
郎
　
　
殿

令
和
　
年
　
月
　
日

氏
　
名

住
　
所

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
前
田
〇
〇
〇
〇
番
地



令和　　年　　月　　日

肝付町選挙管理委員会

委員長　持留　みき子　殿

申出人

氏名 　無所属

住所

連絡先

使用すべき施設

午
前
後

午
前
後

費用の負担区分 無料（初回）、候補者負担（〇回目）

　肝付町長選挙　候補者　　肝付　太郎　　印

公営施設使用の個人演説会開催申出書

　公職選挙法第１６３条の規定により申し出ます。

候補者

選挙別及び
所属選挙区

　肝付町〇〇選挙

 ふりがな

  きもつき　　　たろう

　肝　付　　太　郎
党派別

　肝属郡肝付町新富７８９番地

　　肝付太郎　選挙事務所

　　電話番号　　　６５　局　　２５１１　番

　肝付町文化センター

開催すべき日時 令和　　年　　月　　日

６　時より

７　時まで



選 挙 運 動 用 ビ ラ 届 出 書

　 年 　 月 　 日

1 頒布するビラを１枚添付するものとする。

2 異なる種類のビラがある場合は、それぞれ１枚とする。

令和

候補者　　　　肝付　太郎　　　　㊞

　公職選挙法第１４２条第１項の規定により発行するビラは、別紙のとおりで
すので届け出ます。

ビラの頒布予定枚数（証紙交付希望枚数）：○○○○枚

備考

肝付町選挙管理委員会委員長　持留　みき子　様

必要枚数を記入する

【上限】
町長：5,000枚
議員：1,600枚


